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議第６号

学校教育法施行細則の一部改正について

学校教育法施行細則の一部改正について、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（ 昭和３１年法律第１６２号） 第２５条第２項第２号の規定に基づき

教育委員会の議決を求める。

令和８年３月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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学校教育法施行細則の一部を改正する規則

学校教育法施行細則（ 平成１１年教育委員会規則第２号） の一部を次のよう

に改正する。

第１０条中「 附記」 を「 付記」 に改める。

第１１条の見出し中「 、学校」 を「 及び学校」 に改め、同条中「 学校指定」

を「 学校の指定」 に改める。

第１２条中「 委員会が、」 を「 、委員会が」 に改める。

第１３条第１項中「 就学の」 を「 就学義務の」 に、「 義務」 を「 就学義務」

に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、委員会は、学齢児童生徒の就学義務の猶予又は免除を

決定したときは、第９号様式によりその保護者に通知するものとする。

第１７条中「 校長が、」 を「 、校長が」 に、 「 第９号様式」 を「 第１０号様

式」 に改める。

第１８条中「 委員会」 を「 、委員会」 に、 「 第１０号様式とし」 を「 第１１

号様式により行うとともに」 に改める。

第２０条中「 第１１号様式により校長は、」 を「 校長は、第１２号様式によ

り」 に改める。

第２３条中「 の各号」 を「 に掲げる事項」 に改める。

第２５条第１項中「 報告する」 を「 報告をする」 に、「 すべて」 を「 全て」

に改め、同条第２項中「 前項」 の次に「 の規定」 を加える。

第２８条中「 第２５条」 の次に「 まで」 を加える。

第１号様式から第１１号様式までを削り、附則の次に次の１２様式を加える。
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第１号様式（ 第３条関係）

第 号

年 月 日

香芝市教育委員会

学校長 印

感染症の発生について（ 報告）

このことについて、下記のとおり報告いたします。

記

１ 学校の名称

２ 出席停止の理由、期間及び指示した年月日

以 上
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第２号様式（ 第４条関係）

第 号

年 月 日

香芝市教育委員会

学校長 印

疾病の集団発生について（ 報告）

このことについて、下記のとおり報告いたします。

記

１ 病名及び発病の日

２ 疾病発生の原因及びその状況経過

３ 患者発生の状況及びその患者数

４ 発病以来の処置及び今後の措置

５ その他参考となる事項

以 上
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第３号様式（ 第５条関係）

第 号

年 月 日

香芝市教育委員会

学校長 印

児童生徒の死亡又は事故について（ 報告）

このことについて、下記のとおり報告いたします。

記

１ 学年、氏名及び生年月日

２ 保護者氏名、住所及び続柄

３ 死亡又は事故の日時及び場所

４ 担任教員の職及び氏名

５ 原因及びその状況

６ 学校が講じた措置

７ その他参考となる事項

以 上
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第４号様式（ 第６条関係）

第 号

年 月 日

香芝市教育委員会

学校長 印

懲戒処分について（ 報告）

下記により懲戒処分したので、報告します。

記

１ 学年及び氏名

２ 保護者住所、氏名及び続柄

３ 処分の理由

４ 懲戒の種類

５ 処分の期間又は期日

６ 学校長の意見

以 上
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第
５
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

香 芝 市 立 学 校 長 印

第 号

小 学 校 （ 又 は 中 学 校 ） の 課 程 を 卒 業 し た こ と を 証 す る 。

年 月 日

氏 名

生 年 月 日

卒 業 証 書

校 印

割 印
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第６号様式（ 第１１条関係）

年 月 日

様

香芝市教育委員会 印

年度 学校入学通知書

学校教育法施行令第５条の規定により、下記のとおり入学に関するお知らせを

いたします。

記

児童生徒氏名

生 年 月 日

住 所

保 護 者 氏 名

入 学 校 名

入 学 期 日

入 学 式 日 開 始 時 間

受 付 時 間

備 考

以 上
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第７号様式（ 第１２条関係）

年 月 日

就学学校長 殿

香芝市教育委員会 印

年度入学通知書

下記のとおり通知します。

記

児

童

生

徒

フリガナ

氏 名

生年月日 性別

住 所

保

護

者

フリガナ

氏 名

住 所

入学指定校

入学期日

以 上
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第８号様式（ 第１３条関係）

学齢児童生徒就学義務猶予（ 免除） 許可願

年 月 日

香芝市教育委員会

住 所

氏 名

電話番号

下記の学齢児童生徒について就学猶予（ 免除） の許可を受けたいので、医師の

証明書（ 又は児童相談所長の判定書） を添えて願い出ます。

記

１ 児童生徒氏名

２ 生 年 月 日 年 月 日

３ 住 所 香芝市

４ 保護者との続柄

５ 学 校 名 香芝市立 学校

６ 猶予の期間又は 年 月 日から

免除開始の時期 年 月 日まで

７ 猶予（ 免除） の理由

以 上
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第９号様式（ 第１３条関係）

第 号

年 月 日

保護者 様

香芝市教育委員会 印

学齢児童生徒就学義務猶予（ 免除） 通知書

年 月 日付けで願い出があった下記の者の義務教育の就学につ

いては、学校教育法第１８条の規定により、これを猶予（ 免除） します。

記

１ 児童生徒氏名

２ 生年月日

３ 住所

４ 保護者との続柄

以 上
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第１０号様式（ 第１７条関係）

第 号

年 月 日

香芝市教育委員会

学校長 印

欠席児童生徒報告書

学校教育法施行令第２０条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 児童生徒氏名、生年月日及び学年

２ 保護者氏名、住所及び続柄

３ 事由

４ 校長の意見

以 上
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第１１号様式（ 第１８条関係）

第 号

年 月 日

保護者 様

香芝市教育委員会 印

出席督促書

下記の者は、出席状況が不良ですから、出席させてく ださい。なお、引き続い

て出席させない場合には、学校教育法第１４５条（ 罰則） の規定が適用されます。

記

住 所

学 校 学 年

児童（ 生徒） 氏 名

生年月日

以 上
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第１２号様式（ 第２０条関係）

第 号

年 月 日

香芝市教育委員会

学校長 印

臨時休業について(報告)

このことについて、下記により実施しましたので、報告します。

記

１ 非常災害その他急迫の事情の具体的事実

２ 授業を行わなかった期日及びその日数

３ 前後措置の状況

４ その他参考となる事項

以 上
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附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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議第７号

香芝市学校給食費徴収規則の一部改正について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（ 昭和３１年法律第１６２号） 第

２５条第２項第２号の規定に基づき、香芝市学校給食費徴収規則の一部改正に

ついて議決を求める。

令和８年３月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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香芝市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則

香芝市学校給食費徴収規則（ 平成２１年教育委員会規則第２号） の一部を次

のように改正する。

第２条第１号中「 幼稚園」 を「 香芝市立幼稚園設置条例（ 昭和４６年条例第

１４号） 第２条に規定する幼稚園（ 以下「 幼稚園」 という。 ） 」 に改め、同条

第２号中「 小学校」 を「 香芝市立学校条例（ 昭和３９年条例第１５号） 第２条

に規定する小学校（ 以下「 小学校」 という。） 」 に改め、同条第３号中「 中学

校」 を「 香芝市立学校条例第２条に規定する中学校（ 以下「 中学校」 という。

） 」 に改める。

第３条第１項ただし書中「 別に」 を「 、別に」 に改め、同項第１号中「 ２，

９００円」 を「 ３，５００円」 に改め、同項第２号及び第３号中「 ４，５００

円」 を「 ５，５００円」 に改める。

附則に次の２項を加える。

（ 幼稚園の学校給食費の額の特例）

５ 幼稚園の学校給食費の額は、第３条第１項第１号の規定にかかわらず、当

分の間、月額２，９００円とする。

（ 令和８年４月分以後の小学校及び中学校の学校給食費の額の特例）

６ 令和８年４月分以後の小学校及び中学校の学校給食費の額は、第３条の規

定にかかわらず、当分の間、０円とする。ただし、生活保護法（ 昭和２５年

法律第１４４号） 第１３条の教育扶助のうち、学校給食費に係るものの支給

を受けている保護者が負担する小学校の学校給食費の額については、別に定

める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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議第８号

令和８年度香芝市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について

香芝市教育委員会の権限に属する事務の一部委任及び臨時代理に関する規則

（ 平成３年教委規則第６号） 第２条第１３号の規定に基づき、別紙に掲げる者

に学校医、幼稚園医、学校歯科医、幼稚園歯科医、学校薬剤師及び幼稚園薬剤

師を委嘱することについて議決を求める。

令和８年３月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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議第９号

香芝市地域学校協働活動推進員の委嘱について

社会教育法（ 昭和２４年法律第２０７号） 第９条の７第1 項の規定に基づき、

別紙の者を地域学校協働活動推進員に委嘱したいので、委員会の議決を求める。

令和８年３月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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議第１０号

令和８年度学校産業医の委嘱について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（ 昭和３１年法律第１６２号） 第

２５条第２項第４号の規定に基づき、別紙に掲げる者に学校産業医を委嘱する

ことについて議決を求める。

令和８年３月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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議第１１号

令和８年度香芝市教育委員会事務局職員、幼稚園教職員及び用務

員の人事について

令和８年度香芝市教育委員会事務局職員、幼稚園教職員及び用務員の人事に

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（ 昭和３１年法律第１６２

号） 第２５条第２項第４号の規定に基づき、別紙のとおり議決を求める。

令和８年３月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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諮第２号

令和８年度認定こども園職員の人事について

令和８年度認定こども園職員の人事について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（ 昭和３１年法律第１６２号） 第２７条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり意見を求める。

令和８年３月２６日提出

香芝市教育委員会

教育長 小 西 友
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